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第 1 章 立地適正化計画とは

1．背  景

多くの地方都市では、これまで人口増加を背景として郊外開発が進み、市街地が拡大してきました。しかし

ながら、今後、人口の急激な減少と高齢化が見込まれており、拡大した市街地のまま人口減少が進むと、一定

の人口集積によって支えられてきた医療や商業等の生活サービスの提供や持続可能な都市経営が困難となる

ことが想定されます。このことから、今後のまちづくりにおいて、高齢者や子育て世代にとって、安心できる

健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営をすることが大きな課

題となっています。 

こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交

通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通などを含めて都市全体の構造を見直し、

『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要であることが国で示されました。 

このような背景から、2014 年（H26）8月に「都市再生特別措置法」の一部を改正する法律が施行され、行政

と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設され

ました。市町村は、同法第 81条 1項の規定及び都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療

施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のための必要な施設であって、都市機

能の増進に著しく寄与するもの）の立地の適正化を図るため、「立地適正化計画」を作成することができるよう

になりました。 

2．立地適正化計画とは

（1）立地適正化計画とは

立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の

立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。市町村の建設に関する基本構想、都市計画

区域マスタープランに即するとともに市町村マスタープランとの調和を保つ必要があります。また、立地適

正化計画は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであることから、都市計画法に基

づく市町村マスタープランの一部と見なされます。 

立地適正化計画の内容は、駅

等を中心とした徒歩圏に「居住

を誘導するエリア（居住誘導区

域）」を定めて、人口密度を維

持・確保することでコンパクト

化を促し、「都市機能を誘導す

るエリア（都市機能誘導区域）」

「誘導する都市施設（誘導施

設）」を定めて生活サービス機

能等の都市機能を計画的に誘

導するものです。

誘導施設

国土交通省が示す立地適正化計画で設定する区域のイメージ
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（2）立地適正化計画に記載する事項

立地適正化計画に記載する事項は、以下のとおりとされています。 

【必須事項】 

・立地適正化計画の区域 

・住宅及び都市機能増進施設の立地の適正

化に関する基本的な方針 

・居住誘導区域と居住を誘導する施策 

・都市機能誘導区域と誘導施設および誘導

施設を誘導する施策 

【任意事項】 

・その他、住宅及び都市機能増進施設の立地の

適正化を図るために必要な事項 

（特定用途誘導地区、居住調整地域、駐車場配

置適正化区域 等） 

1）区域設定の原則 

立地適正化計画の制度では、各種区域等は以下の原則に沿って設定することとされています。 

①立地適正化計画の区域 

立地適正化計画の区域は、「都市計画区域内の区域」が対象となります。 

また、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体とすることが基本となります。 

②基本的な方針 

計画により実現を目指すべき将来の都市像を示すとともに、計画の総合的な達成状況を的確に把握

できるよう、定量的な目標を設定する必要があります。 

③居住誘導区域 

市街化調整区域及び災害危険区域等を除いて定めるものとされています。 

④都市機能誘導区域 

居住誘導区域内に定めるものとされています。 

⑤誘導施設 

都市機能誘導区域ごとに誘導を行う都市施設を設定することが必須となっています。 

誘導施設は、都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設と制度上定義されており、医療

施設、社会福祉施設、子育て支援施設、教育施設、文化施設、商業施設、行政施設などを設定する

こととされています。 
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（3）立地適正化計画の特徴 

1）都市全体を見渡したマスタープラン 

■ 一部の機能だけでなく、居住や医療・福祉・商業などの日常生活に必要なサービス機能、公共

交通などのさまざまな都市機能と都市全域を見渡して検討、策定するものです。 

2）都市計画との融合 

■ これまでの都市計画法に基づく、土地利用規制に加えて、居住や都市機能を誘導する区域を定

めて誘導することで、日常生活に必要なサービス機能を維持するための一定規模以上の人口密度

や施設を維持・確保するものです。 

■ 都市機能誘導区域外における誘導施設や居住誘導区域外における一定規模以上の住宅を建築す

る際には、都市再生特別措置法（第 88 条又は第 108 条の規定）に基づき、着手する日の 30 日前

までに、市町村長への届出が必要となります。 

居住誘導区域外において届出の対象となる行為 

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省）

都市機能誘導区域外において届出の対象となる行為 

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省）
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3）まちづくりと公共交通の一体化 

■ 自動車を自由に使うことができない人でも円滑に都市機能を利用できるよう、「地域公共交通網

形成計画※１」と連携し、コンパクトなまちづくりと公共交通を一体的に考え策定するものです。 

※１：地域公共交通網形成計画とは、交通事業者と連携し作成する「地域にとって望ましい公共

交通網のすがた」を明らかにするマスタープランの役割を果たす計画です。 

4）時間軸をもった動的な計画

■ 長期的なまちづくりの基本方針を示す市町村マスタープランは、計画期間が概ね 20年となって

いますが、立地適正化計画は、計画期間が概ね 10年であり、かつ概ね 5年ごとに見直すこととさ

れています。そうしたことから、都市計画の見直しや公共交通の再編、計画・施策の進捗状況な

どにあわせて見直しを行うなど、柔軟な対応が可能です。 

5）まちづくりへの公的不動産等の活用 

■ 厳しい財政環境や公共施設の老朽化等を背景とした、公共施設見直しと連携し、将来のまちの

あり方を見据えた公共施設の再配置や公的不動産を活用した民間機能の誘導を進めることができ

ます。 

6）策定による国からの支援措置等の活用

■ 本計画を策定することで、必要な都市機能を維持・誘導するための支援制度を国から受けられ

るようになります。 

■ 国からの支援制度には、「都市再構築戦略事業（交付金）」「都市機能立地支援事業（民間補助）

等のほか、国からの交付金等の拡充や、民間事業者に対する直接的な支援など、誘導施設を都市

機能誘導区域内に維持・誘導するためのメニューが設定されています。 
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第 2 章 富山市が進めるまちづくり 

1．富山市都市マスタープラン

本市では、今後の少子高齢化、人口減少などの時代変化に柔軟かつ迅速に対応し、将来の世代に責任が持

てる、持続可能な都市経営・まちづくりを進めるために、2008 年（H20）3 月に富山市都市マスタープランを

策定し「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」の実現を目指して取り組みを展開して

います。 

富山市都市マスタープランでは、健康・医療・福祉との連携や、農山村部の集落機能の維持など地域特性

にも配慮しながら、各地域のストックを活かした、拠点集中型のまちづくりを目指し、次のような方針で都

市構造を形成していくこととしています。 

【富山市都市マスタープランの概要（都市計画区域等は 2017（H29）.3現在のものを反映）】 

（1）富山市都市マスタープランの対象区域 

富山市都市マスタープランは、主として都市計画区域を重点的に扱いますが、富山市全域を対象として

います。 

都市計画区域の現状
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（2）まちづくりの理念

今後の人口減少と高齢化に備え、『鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商

業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり』の実現を目指します。 

まちづくりの基本理念 

富山市が目指す「お団子と串の都市構造」
  串 ：一定水準以上のサービスレベルの公共交通
お団子：串で結ばれた徒歩圏

都心部だけではない全市的に行うコンパクトなまちづくり
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本市では中心市街地以外に、地域の拠点になっている地区が点在しており、コンパクトシティを実現

する上で、中心市街地に一極集中するような都市構造を目指すことは、あまり現実的でありません。 

また、地方都市としては比較的恵まれた鉄軌道網を有していることも大きな特徴であることから、こ

れらの鉄軌道と運行頻度の高い幹線バス路線で地域の核となる生活拠点を結び、それぞれの拠点ごとに

コンパクトにまとまっていくまちづくりを推進することとしています。 

一極集中型のコンパクトシティとの構造の違い

お団子（徒歩圏）の中では、徒歩や自転車を日常的に利用し、お団子間は便利な公共交通で移動するこ

とによって、車が自由に使えなくても、生活に必要なサービスを享受できるまちづくりを目指します。 

「お団子と串」によるコンパクトなまちづくり基本概念 

●日常の足として使える公共交通のサービス水準を確保
●公共交通を活性化させることにより、自動車を利用しなくても日常
生活に必要な機能を利用できる

将来

●一極集中型のコンパクトシティの
計画イメージ

●富山市が目指すコンパクトシティの
計画イメージ

サービス施設の維持に必要な人口密度を保つ
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（3）将来都市構造

1）地域生活圏と拠点 ～拠点集中型のまちづくりの展開 

都市機能の集約にあたっては、市域全体の拠点を「都心」とするとともに、市民の日常生活に必要な

機能が、身近な地域で提供されるよう、市域を複数の「地域生活圏」に分割し、「地域生活拠点」を配置

しています。 

①市域を１４の地域生活圏に区分 

地域としての歴史的つながりや日常生活に必要なサービスを身近に享受できる拠点の育成、人口規

模から、富山地域では、地形や小中学校区を考慮し、８つの地域生活圏に区分し、大沢野、大山、八

尾、婦中、山田、細入地域は、それぞれ一つの地域生活圏として設定しています。 

②地域生活圏に都心・地域生活拠点を設定 

既存の都市機能の集積を活かす趣旨から、駅やバス停、生活利便施設が徒歩圏の範囲にまとまって

いる地区を設定しています。 

地域生活圏と地域生活拠点 

地域生活圏名 地 域 生 活 拠 点 

富山中央 都心地区（総曲輪及び富山駅周辺） 

富山北部 東岩瀬駅周辺 

和  合 和合コミュニティセンター周辺 

呉  羽 呉羽駅南（（主）富山高岡線沿線） 

富山西部 富山大学周辺 

富山南部 南富山駅周辺 

富山東部 不二越駅周辺 

水  橋 水橋中部地区センター及び水橋駅周辺 

大 沢 野 行政サービスセンター及び笹津駅周辺 

大  山 上滝駅周辺 

八  尾 行政サービスセンター及び越中八尾駅 

周辺 

婦  中 速星駅周辺 

山  田 中核型地区センター周辺 

細  入 楡原駅周辺 
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2）公共交通軸と居住を推進する地区 ～まちなか居住と公共交通沿線居住の推進

コンパクトなまちづくりの実現に重要な公共交通の路線を「公共交通軸」とし、都市の集約化を図る軸

として位置付けています。また、この「公共交通軸」のうち利便性が高い路線の用途地域内の鉄道駅及び

バス停の徒歩圏の範囲内において、居住を推進する地区を設定しています。 

①公共交通軸の設定～『串』を設定する 

◆大量輸送、速達性、定時制、 

広域性に優れる鉄軌道 

◆都心と地域生活拠点を結ぶバス路線 

◆主要施設（高校等教育機関、病院、空港等） 

と都心を結ぶバス路線 

◆運行頻度の高いバス路線  

公共交通に関する市民意識調査2006年（H18）

より、運行頻度が 2本/時で満足度が半数を超え

ることから 60本/日以上を運行頻度の高いバス

路線とします。 

15時間（6～21時）× 2本/時 × 2（上下）＝60本

公共交通軸
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出典：公共交通に関する市民意識調査 2006 年（H18） 

公共交通の運行本数に関する満足度 

16



②居住を誘導する地区の設定～『お団子』を設定する 

◆都心地区（約436ha）はまちなか居住推進地区として設定します。 

◆都心地区以外の公共交通の利便性の高い地区のうち、用途地域が指定されている区域に公共交通 

沿線居住推進地区を設定します。（工業専用地域、工業地域は除く） 

    ・徒歩圏は、一般的に不動産情報等では 80ｍ/分 10分圏域とされている。 

     本市では、高齢者を考慮し、50ｍ/分 10分圏域と設定。 

・公共交通に関する市民意識調査2006年（H18）より、鉄軌道駅とバス停では満足度に差があったこ

とより、駅から500ｍ、バス停においては、概ね徒歩5分圏域として300ｍ圏域を居住推進エリアと

設定。 

  【駅からの距離に関する満足度】 

  【バス停からの距離に関する満足度】 

駅・バス停からの距離に関する満足度 

出典：公共交通に関する市民意識調査2006年（H18）       

33.5%

16.1%

9.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

300ｍ未満 300ｍ～1km 1km以上

バス停から自宅までの距離

駅
・
バ
ス
停
へ
の
行
き
や
す
さ
「
満
足
」「
や
や
満
足
」

40.0%

21.1%

16.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%
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【公共交通沿線居住推進地区】 

対象となる公共交通軸 鉄 軌 道：すべての鉄軌道  

バス路線：運行頻度の高い区間  

居住を推進する地区 対象となる公共交通軸で、用途地域が設定されている区間  

徒歩圏として鉄道駅から概ね500ｍ、バス停から300ｍの範囲  

※工業地域及び工業専用地域を除く 

公共交通の活性化によるコンパクトなまちづくりの都市構造概念 
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3）各地域における将来像

都市機能の集約にあたっては、市域全体の拠点を｢都心｣とするとともに、市民の日常生活に必要な

機能が身近な地域で提供されるよう｢地域生活拠点｣、「居住を推進する地区（駅やバス停などの徒歩圏）」

を配置します。 

｢地域生活拠点｣、「居住を推進する地区（駅やバス停などの徒歩圏）」では、地域生活圏が、圏域住

民の最寄り品の購入や医療などの日常的な生活がほぼ満たされる圏域となるよう、日常生活に必要な

諸機能の集積を促進します。 

買回り品の購入や芸術文化・娯楽・交流などの広域的なサービスは、公共交通を利用して、都心で

享受することができるよう、地域生活拠点と都心を結ぶ公共交通サービスの維持・向上を図ります。 

【地域生活圏の設定と拠点配置のイメージ】 

【居住を推進する地区での居住環境の向上】 

居住を推進する地区では、生活面での利便性の向上を図るため、福祉やコミュニティ施設など

公共公益施設の更新や機能の充実、最寄り品小売業等の立地誘導に努めるとともに住宅の供給

と併せて、住宅に併設する店舗等生活サービス機能の導入を促進します。 

徒歩など 

公共交通

公共交通

市 域

地域生活圏
地域生活拠点
・商業や医療、福祉、教育などの既存の

集積を活かして配置 

・日常生活に必要な商業等の生活サービ

スを充実 

都 心
・日本海側の中核都市として、本市の社

会経済活動の発展を牽引 

・商業・業務・芸術文化・娯楽・交流な

ど市民に多様な都市サービスと都市

の魅力、賑わいを提供 

・広域的な機能のほか、居住者のための

身近な生活サービス機能も充実 
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4）コンパクトなまちづくりと公共交通活性化の関係性

コンパクトなまちづくりを実現するため、人口の減少が顕著であった都心・地域の拠点等の既成市街

地において、公共交通の活性化をはじめとした街の魅力を高めることにより、これまで人口が増加した

郊外からの転居を促進します。また、過疎化により人口が減少している中山間地域では、生活を営む上

で必要な公共交通を維持することなどにより、人口の現状維持を目指します。 

まちづくり施策と公共交通の活性化に関する施策を連携させながら、本市の目指す将来都市構造の実

現を行います。 

コンパクトなまちづくりと公共交通活性化の関係
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（4）富山市型コンパクトなまちづくりの進め方（基本方針）

本市におけるコンパクトなまちづくりの基本方針は次の 4つです。 

①規制強化ではなく、誘導的手法が基本 

都市が拡大成長する時代に有効であった規制によるまちづくりではなく、人口が減少し、都市が縮退

する局面では、駅等を中心とした徒歩圏における街の魅力を高めることで、そこに住みたいと思える市

民を増やしていく誘導的手法を基本とします。 

②市民がまちなかや公共交通沿線居住か郊外居住かを選択できるようにする 

郊外での居住を否定することはせず、都心部の魅力を高めることによって、市民がまちなかや公共交

通沿線居住と郊外居住のいずれもが選択できる環境を提供しながら、長期的には都心部を選択する市民

が増え、都市がコンパクト化していく方向へ誘導していきます。 

③公共交通の活性化によるコンパクトなまちづくりを推進 

まちづくりの観点から必要な公共交通は、行政が支援を行い活性化し、駅やバス停などの徒歩圏に居

住を推進するとともに、生活に必要な都市機能の集積を促進します。 

④地域拠点の整備により、全市的にコンパクトなまちづくりを推進 

中心市街地だけではなく、鉄軌道をはじめとする公共交通沿線に、地域の核となる拠点の整備を進め、

全市的にコンパクトなまちづくりを推進します。 

都市マスタープランで目指す都市の将来イメージ

現在2006年（H17）

●郊外の開発により広く薄い市街地の形成が進み、公共交通の利便
性の高い箇所が限られ、日常生活で更に自家用車に依存する。
 全体的に人口密度が低下することで身近な拠点において生活に必
要な機能の維持が困難となる地域が発生する。

目指す将来

人口密度および

都市機能の密度

●公共交通の活性化により、沿線の利便性を高め、将来的に人
口密度、都市機能の密度を高めていくことによって、市域全
体の生活の質の向上を目指す。
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（5）数値目標及び目標年次

目標年次は、2025 年（R7）までの 20 年（富山市都市マスタープラン基準年は、2005 年〔H17〕）として

います。 

数値目標は、公共交通が便利な地域※２に住む市民の割合とし、2025 年（R7）に 42％と設定しています。 

※２：公共交通の便利な地域は、「都心地区」及び「公共交通沿線居住推進地区」のうち、公共交通の利便性が高い

地域 

公共交通の便利な地域 

公共交通が便利な地域に住む人口目標

全人口 

421,239 人 

便利な公共交通の 

沿線人口 

117,560 人 

2005 年（H17） 2018 年（H30） 2025 年（R7） 

161,380 人 

（38.7％） 

全人口 

417,382 人 
全人口 

397,000 人 

28％ 

注）国勢調査 2005（H17） 

注）コンパクトなまち

づくりに伴う都市的指

標調査業務委託報告書

2018年（H30）3月 

42％ 

注）富山市将来人口 

  第 2次総合計画 2017（H29）3月 

110,800 人 

28,200 人 

28,600 人 

便利な公共交通沿線に 

新たに引っ越してきた 

人口 

サービス水準の向上に 

より、新たに便利な公 

共交通沿線となる人口 

■エリア         ■人口密度 

鉄軌道沿線……1,481ha  鉄軌道沿線……44人/ha 

バス路線沿線…1,446ha  バス路線沿線…34.4 人/ha  

■エリア         ■人口密度 

鉄軌道沿線……2,043ha  鉄軌道沿線……50人/ha 

バス路線沿線…1,446ha  バス路線沿線…40人/ha 
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▲400
▲200

0
200
400
600

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（人）
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35.2% 32.9%

32.4%

29.0%
26.5%
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30.0%
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30.0%

35.0%
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沿線居住推進地区

都心地区

2．施策の効果、分析

これまでの取り組み効果及び課題は以下のとおり整理されます。 

（1）人口の変化

中心市街地（都心地区）では、2008 年（H20）から転入超過を維持しており、2015 年（H27）は前年と比

較し、超過数が増加し、人口増となりました。 

公共交通沿線居住推進地区では、転出超過が減少傾向にあり、2012 年（H24）・2014 年（H26）・2015 年

（H27）は転入超過となりました。  

 【中心市街地（都心地区）の社会増減（転入ー転出）の推移】 

 【公共交通沿線居住推進地区の社会増減（転入ー転出）の推移】

居住を推進する区域における社会増減 

（2）建築着工数の推移

都心・沿線居住推進地区の建築着工数の割合は、2007 年（H19）まで 20％台の後半で推移していました

が、2008 年（H20）以降は 30％台の前半で推移し、2014 年（H26）には 38.2％（都心地区 5.9％＋沿線居住

推進地区 32.4％）まで上昇しています。 

都心・沿線居住推進地区の建築着工数割合  

▲ 43 ▲ 38

37
22

112
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68

149 205

▲ 100
▲ 50

0
50
100
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200
250

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（人）

公共交通沿線
居住推進地区

中心市街地地区 
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（3）地価の変化

地価の動向について、県全体の地価平均は、1993 年（H5）以降（23 年間連続）下落が続いていますが、

本市では、環状線新設区間の沿線の地価は、2006 年（H18）の水準（2006 年〔H18〕を 1.0 とした場合）を

維持し、中心市街地においては、2014 年（H26）以降回復傾向となっています。 

また、2016 年（H28）7月の地価公示では、富山市全体では前年比平均＋0.4％、特に商業地は平均＋

1.0％上昇しています。地価の維持・上昇は、固定資産税、都市計画税等の税収の安定につながっていま

す。 

中心市街地の地価変動 

富山駅周辺の地価上昇地点（地価公示 2016〔H28〕.7.1） 

中心市街地の地価変動（2006〔H18〕を 1.0 とした場合） 

※地価公示（国調査、基準日：1 月 1日）、地価調査（県調査、基準日：7 月 1 日） 

富山市宅地：固定資産税課税の土地課税台帳の決定価格を対象面積で除した値 

（富山市統計データを基に算定） 

1.00
1.04

0.91

0.80

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

環状線新線区間
（N=4）

中心市街地
（新線区間以外）

（N=25）

富山市宅地

■県全体の地価平均は、1993 年（H5）以降（２３年連続）下落 平均▲0.3％ 

■富山市全体では平均＋0.4％上昇、特に商業地は平均＋1.0％上昇 

■商業地では富山駅周辺や環状線沿線を中心に価格上昇地点は 10 地点 

（2016 年〔H28〕地価調査より） 

※地価調査（県調査、基準日：7 月 1 日）、調査地点数（市内 88 地点） 
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（4）一世帯当たりの乗用車保有台数 

富山県の 1世帯当りの乗用車保有台数は、1.70 台で（自動車検査協会発表：2017 年〔H29〕3 月末現在）

2005 年〔H17〕（1.73 台）から減少したものの、依然、全国第 2位の高い水準となっています。 

（5）交通手段の分担率

本市の公共交通利用者は 63,726 人/日（2013 年度〔H25〕）となっており、目的別にみると、通勤、通

学が約 7割を占めています。 

  一方、就業者総数は 2009 年（H21）経済センサス基礎調査によると、248,730 人（職住近接が可能な業務

系の就業者数は、179,888 人）となっています。  

 2013 年度（H25）の公共交通利用状況は、公共交通利用の通勤者は 28,899 人であり、就業者の約 12％

（業務系の就業者の 16％）にとどまっています。 

目的別公共交通利用者数と通勤における交通手段 

出典：富山市調査、2009 年（H21）経済センサス基礎調査より作成

通勤

28899人

45%

通学

15389人

24%

その他

19438人

31%

2013 年（H25）【N=63,726 人】 

目的別公共交通利用者数（人/日） 

業務系 

179,888 人 

非業務系 

66,235 人 

公共交通による通勤者数及び市内就業者数 
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（6）市民意識の変化

富山市の公共交通（電車やバスなど）に関する市民意識調査結果（2014 年〔H26〕12 月実施）による

と、コンパクトシティ政策に対する賛否は、賛成・やや賛成をあわせて 86％となっています。 

高齢者の外出頻度は、ほぼ毎日外出する人が 44％であり、2006 年（H18）に比べ 10 ポイント増えてい

ます。公共交通の利便性向上やおでかけ定期券（富山市独自の高齢者向け公共交通の割引制度）の定着に

より、高齢者の外出頻度が増加していると考えられます。 

こうしたことから、本市の進めるコンパクトシティ政策への市民理解度は高く、少しずつ公共交通の利

用に対する意識の改善に向かっています。 

市民意識調査（2015 年〔H27〕8月実施）では、本市が進める施策に対する不満度において「拠点を結

ぶ交通体系の再構築」等の不満の割合が高くなっている一方で、まちづくりに関しての重点的に取り組む

べき施策として「拠点を結ぶ交通体系の再構築」「賑わいと交流の都市空間の整備・充実」「歩いて暮らせ

るまちづくりの推進」などの割合が高いことから、これまでのまちづくりを着実に進めていくことが求め

られております。 

また、旧町村地域においては、「地域を結ぶ生活を支える道路網」と「中山間地域の振興」が重要だと

感じられております。 

コンパクトシティ政策への市民意識 

出典：2014 年度（H26）公共交通に関する市民意識調査 

高齢者（60歳以上）の外出頻度の変化 

出典：2014 年度（H26）公共交通に関する市民意識調査 
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無
回
答

富山地域 17.4 8.7 3.9 4 1.6 5 2.1 14 2.5 2.1 7.1 20.2 8.6 2.9

大沢野地域 11.8 8.5 2.6 4.6 1.3 6.5 9.8 11.8 1.3 1.3 7.2 13.1 13.7 6.5

大山地域 5.1 15.2 2.5 6.3 0 1.3 12.7 16.5 2.5 2.5 7.6 15.2 10.1 2.5

八尾地域 6.5 13 4.7 4.7 1.8 5.3 16.6 13 1.2 0 3.6 11.2 13.6 4.7

婦中地域 10.7 8.3 3.4 4.4 2.4 3.9 7.8 13.1 0.5 3.4 6.8 25.7 7.8 1.9

山田地域 6.7 8.9 2.2 0 0 2.2 33.3 2.2 0 0 2.2 20 17.8 4.4

細入地域 7.9 7.9 0 0 0 2.6 31.6 10.5 0 0 5.3 18.4 13.2 2.6

無回答 25.5 3.9 3.9 0 0 0 9.8 11.8 3.9 2 11.8 5.9 9.8 11.8

… １位

… ２位

… ３位

… 10％以上

まちづくりの中で重点的に取り組むべき施策に関する意識 

（全体） 

（地域別） 

出典：富山市民意識調査（2015〔H27〕.8） 

出典：富山市民意識調査（2015〔H27〕.8） 

富山市の進める施策に対する不満度 
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3．課題

本市では、コンパクトシティ政策に対する市民の理解は高く、効果は発現してきているものの、移動にお

ける自動車分担率が依然高く、展開施策に対する不満が比較的高いことがまちづくりの課題として挙げられ

ます。引き続き、以下の課題に対応するため、積極的な施策展開が必要です。 

■①人口減少と超高齢化社会 

今後も、人口減少と高齢者数増加が見込まれており、経済活動を維持していくための活力の減退が懸念

されます。高齢者の健康寿命の延伸を図るほか、生活サービス等が徒歩圏に持続的に確保されるよう、居

住を含む都市機能のさらなる誘導が必要です。特に、中山間地域、集落地域は高齢化が深刻であり、集落

機能の崩壊や土地の荒廃が懸念されています。良好な自然・景観・営農環境を保全しつつ、地域生活拠点

を中心とした各種機能・サービスの集約や周辺集落との交通ネットワークの確保が必要です。 

総人口と年齢別人口の予測            年齢別人口割合の予測 

出典：富山市人口ビジョン（2015 年〔H27〕） 

■②過度な自動車依存による公共交通の衰退 

過度な自動車依存から脱却するためには、更なる公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりの推進と

公共交通の利便性の確保、利用率の向上が必要です。都心・地域生活拠点を中心とした徒歩圏に、生活に

必要な都市機能や公共交通の利用目的の大部分を占める通勤・通学の目的地となる事業所・学校等の誘導

や利用意識の向上が課題です。

■③中心市街地の魅力喪失 

選ばれる都市の実現には、本市の顔となる中心市街地（都心地区）の活力向上が必要です。そのために

は、職住近接型の都心構造の構築を進めるとともに、都心地区内の役割・機能分担によるバランスの整っ

た都市機能と事業所の立地が必要です。

■④割高な都市管理の行政コスト 

労働者人口の減少によって都市の財政力が今後低下することになります。このため、類似公共施設の集

約化や社会資本の適切な維持管理等による維持管理費、福祉やゴミ収集など巡回の必要な行政サービス費

など行政のコスト低減が必要です。 
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第 3 章 富山市立地適正化計画 

1．計画の方針 

（1）計画の方針 

本市では、富山市都市マスタープランにおいて、今後の人口減少と超高齢化に備え、『鉄軌道をはじめと

する公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることによ

り、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり』の実現を目指し、これまでまちづくりを

進めてきました。また、これまでの取り組みにより、一定の効果が得られ、市民の取り組みに対する理解

も高いことから、本計画においてもその方針を継承することとします。 

（2）計画の位置づけ 

「富山市立地適正化計画」（以下、本計画とする）は、長期的なまちづくりの方針を示す「富山市都市マ

スタープラン」の一部に位置付けられます。また、本市では、これまで「富山市都市マスタープラン」と

将来の公共交通のあり方を示す「富山市公共交通活性化計画」が連携して、公共交通を軸とした拠点集中

型のコンパクトなまちづくりに取り組んできたことから、本計画においても「富山市公共交通活性化計画」

を上位計画として策定した「富山市地域公共交通網形成計画（2016〔H28〕.9策定）」と連携し、コンパク

トなまちづくりの実現を目指します。 

本市が目指す 
コンパクトなまちづくりを 
実現するための施策の三本柱 

 ・公共交通の活性化 
 ・公共交通沿線地区への居住推進 
 ・地域拠点の活性化 
  （中心市街地活性化を含む）

公共交通の活性化 

公共交通沿線地区への居住推進 

富山市地域公共交通網形成計画 

富山市公共交通活性化計画 

富山市 
都市マスター 

プラン 

富山市立地適正化計画 

本市の施策展開と各種計画との関係 

地域拠点の活性化 

富山市立地適正化計画 

本市が目指す拠点集中型のコンパクトなまちづくり 

による持続可能な都市の実現 

整備・開発及び保全の方針 

（都市計画区域マスタープラン）
富山市総合計画 

富山市都市マスタープラン 
［都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第 18条の２)］ 

富山市立地適正化計画
[住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を

   図る計画（都市再生特別措置法第 81 条）]
富山市地域公共 

交通網形成計画 

富山市中心 

市街地活性化

基本計画

その他 

関連計画 

富山市公共交通 

活性化計画 

富山市中心市街地活性化基本計画 
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（3）計画の区域

 都市再生特別措置法に基づく、立地適正化計画

の制度では、立地適正化計画の区域は、都市計画

区域内となっておりますが、本市では、都市マス

タープランにおいて、都市全体を見渡す観点から

都市計画区域だけではなく、都市計画区域外とな

る山田地域や細入地域の地域生活圏も含めた市

全域を区域としていることから、本計画において

も市全域を区域とします。 

（4）計画の期間及び数値目標

本計画の期間は、本市のまちづくりの基本方針を示した、富山市都市マスタープラン（2008 年〔H20〕～

2025 年〔R7〕）の目標年次である 2025 年（R7）までとし、将来の数値目標については、公共交通が便利な

地域※２に住む市民の割合を、2025 年（R7）に 42％と設定します。 

富山市立地適正化計画の数値目標 

※２：公共交通が便利な地域は、「都心地区」及び「公共交通沿線居住推進地区」のうち、公共交通の利便性が高い

地域 

（5）評価及びフォローアップの方針 

立地適正化計画の制度では、計画を作成した場合、概ね 5 年毎に計画に記載された施策・事業の実施状

況について調査、分析及び評価を行い、計画の進捗状況や妥当性を精査、検討することが望ましいとされ

ています。 

本市においては、住民基本台帳による人口動態や GIS（地理情報システム）などを用いた都市機能の立地

状況や効果等の確認を行いながら、適時 PDCA サイクルによるフォローアップを実施します。また、部局横

断的に連携を図りながら、必要な誘導施設や施策を位置付けるなど、概ね 5 年ごとに更新を図っていくも

のとします。 

基   準 

2005 年（H17） 

実   績 

2018 年（H30） 

目   標 

2025 年（R7） 

公共交通が便利な地域

に住む市民の割合 

２８％ 

（117,560 人） 

３８．７％ 

（161,380 人） 

４２％ 

（167,600 人） 

本計画の対象区域 

富山北部 和合 水橋 

富山中央 

呉羽 

富山東部 

富山南部 婦中 

八尾 大沢野 大山 

本市の計画対象区域：市域全域 

広域都市計画区域（線引き） 

細入 山田 

富山西部 

非線引き都市計画区域 

立地適正化計画の制度上の区域 
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2．居住誘導区域
（1）設定方針

本市では、都心から放射状に形成された鉄軌道をはじめとする公共交通網などの既存ストックを活用し、

鉄道駅やバス停などの徒歩圏に、居住の誘導や日常生活に必要な機能の集積を図り、車を自由に使えない

人も安心・快適に暮らすことができるまちづくりを目指しております。 

このことから、都市マスタープランにおいて、鉄道駅やバス停などの徒歩圏に居住を推進する地区とし

て「都心地区」と「公共交通沿線居住推進地区」を設定し、これまで、居住と都市機能の誘導を図ってき

ました。 

本計画では、本市の都市マスタープランと同様に、居住誘導区域は、「都心地区」と「公共交通沿線居住

推進地区」を基本に設定するものとし、市民が公共交通沿線での居住と郊外居住のいずれもが選択できる

環境を提供しながら、公共交通の活性化や都市機能の集約により区域内の魅力を高め、中長期的に居住の

誘導を図る区域とします。 

ただし、都市再生特別措置法により含まないとされている市街化調整区域や都市計画運用指針において、

原則、居住誘導区域に含めない区域とされている土砂災害特別警戒区域などの「災害リスクの高い区域」

は除いて設定します。 

（2）居住誘導区域に含めない区域

都市計画運用指針では、以下に掲げる災害リスクの高い区域については、原則、居住誘導区域に含めな

い区域とされていることから、本市においても、居住誘導区域に設定しないこととします。

・土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止対策の推進に関する法律第 8条第 1項） 

・津波災害特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律第 72 条第 1項） 

・災害危険区域（建築基準法第 39条第 1項） 

・地すべり防止区域（地すべり防止法第 3条第 1項） 

・急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3条第 1項） 

都市計画運用指針 富山市の状況（居住誘導区域内を対象とする） 

①土砂災害特別警戒区域
・呉羽、大沢野、大山、八尾地域の一部が該当。 
（富山県土木部砂防課の「土砂災害警戒区域等指定状況」より） 

②津波災害特別警戒区域 ・本市では、該当区域無し 

③災害危険区域 
・呉羽、富山西部、八尾地域の一部が該当。 
※富山県において急傾斜地崩壊危険区域が本区域に指定されている。

④地すべり防止区域
・大山地域の一部が該当。 
（富山県土木部富山土木センター「地すべり防止区域台帳」より）

⑤急傾斜地崩壊危険区域 
・呉羽、富山西部、八尾地域の一部が該当。 
（富山県土木部富山土木センター「急傾斜地崩壊危険区域台帳」より）

居住誘導区域に含めない区域 

 土砂災害警戒区域や浸水想定区域、呉羽山断層などの断層帯等については、都市計画運用指針において、災

害リスクや警戒避難体制の整備状況など総合的に判断し、居住誘導区域の設定を行うこととされています。 

本市では、各種ハザードマップを作成し、災害リスクの周知を行うとともに、地域防災計画等によって避難

体制の整備を推進しております。 

また、土砂災害警戒区域や浸水想定区域、呉羽山断層などの断層帯等については、建築に係る法制度上の制

限や規定が無く、既に市街化が進んでいる地域もあることから、居住誘導区域に含めない区域から除外するこ

ととします。    
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居住誘導区域に含めない区域（全体）  
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（①呉羽・富山西部地域）            （②大沢野地域） 

（③大山地域）                 （④八尾地域） 

居住誘導区域に含めない区域（地域別）
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（3）居住誘導区域 

本市では、居住誘導区域を以下のとおり設定します。 

居住誘導区域 

居
住
誘
導
区
域

富山市総合計画で位置付けられた都心地区（約 436ha） 

公共交通軸：全ての鉄軌道 

      運行頻度の高いバス路線区間 

公共交通軸で用途地域の設定されている区間の徒歩圏（約 3,486ha） 

徒歩圏：鉄道駅から概ね 500ｍ、バス停から概ね 300ｍ 

※工業地域及び工業専用地域を除く 

※災害リスクの高い土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域を除く 

※用途地域が指定されている地区における開発行為や区画整理事業により新たに開発された住宅団地

が、一定の割合で徒歩圏に含まれる場合は、開発地区全体を居住誘導区域として設定。 
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3．都市機能誘導区域
（1）設定方針

本市の都市マスタープランでは、「都心地区｣と｢公共交通沿線居住推進地区」において、居住を誘導する

とともに日常生活に必要な諸機能の集積を図ることとしており、本計画では、それらの地区を基本に居住

誘導区域を設定していることから、都市機能誘導区域は、居住誘導区域と同じ範囲で設定します。 

「都市機能誘導区域」は、居住や日常生活に必要な都市機能を確保・維持し、公共交通などでアクセス

することで、区域外に住まれる方にとっても、様々な都市機能を享受できる区域を目指すこととします。 

都市機能誘導区域には、誘導する都市施設を明確に設定する必要があり、必要な都市機能は、それぞれ

地域の特色や実情によって異なることから、都市マスタープランで定めた「各地域における将来像」との

整合を図り、都市機能誘導区域を設定します。 

また、本市の都市マスタープランでは、市域全体を見渡す観点から、都市計画区域外の地域（山田、細

入地域）を含めた各地域生活圏において日常生活に必要な機能が提供されるよう「地域生活拠点」を配置

し、都市機能の集約を図ることとしていることから、都市機能誘導区域の設定ができない地域生活拠点に

ついても都市機能の集約や誘導の対象区域とします。

1）各地域における将来像の整理 

本市の都市マスタープランでは、｢都心地区｣、｢地域生活拠点｣、「居住を推進する地区（駅やバス停など

の徒歩圏）」を位置づけ、それぞれ、必要な都市機能の誘導を図ることとしていることから、本計画では、

｢都心地区｣、｢地域生活拠点｣、｢駅やバス停などの徒歩圏｣の３つに分類し、各地域における望ましい将来

像を以下のとおり設定します。 

地 域 望ましい将来像 

都心地区 

・商業、業務、芸術文化、娯楽、交流など市民に多様な都市サービスと都市の魅

力、活力を創出する本市の｢顔｣にふさわしい広域的な都市機能が充実している。

・居住者のための日常生活に必要な都市機能も充実している。 

・商業・業務機能が集積し、就業の場が充実している。 

地域生活拠点 
・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や医療、金融サービスなど日常生活

に必要な都市機能が充実している。 

都市計画区域外 

の地域生活拠点 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や医療、金融サービスなど日常生活に必要な

機能が生活交通や各種サービスの維持確保によって享受できる。 

駅やバス停などの徒

歩圏 

・鉄道駅やバス停を中心とした徒歩圏において、最寄り品の購入など日常生活に

必要な都市機能が概ね立地している。 

各地域における望ましい将来像 

2）用途地域との整合

用途地域は、無計画、無秩序な都市の発展を防止して、都市環境、都市機能の整備向上を期するために、

指定するもので、その性格に併せて、建物（建築物）用途及び規模を制限しています。 

都市機能誘導区域内においても、各地域の用途地域に従って都市機能の立地が行われますが、第一種低

層住居専用地域などでは、「最寄り品の購入など日常生活に必要な都市機能」が不足する地域も見られるこ

とから、地域の環境に配慮しながら、柔軟に用途地域の変更などについて検討を行うこととします。 

36



●都心地区のイメージ 

・商業、業務、芸術文化、娯楽、交流など市民

に多様な都市サービスと都市の魅力、活力を創

出する本市の｢顔｣にふさわしい広域的な都市

機能が充実している。 

・居住者のための日常生活に必要な都市機能も

充実している。 

・商業・業務機能が集積し、就業の場が充実し

ている。 

●駅やバス停の徒歩圏のイメージ 

・鉄道駅やバス停を中心とした徒歩圏において、

最寄り品の購入など日常生活に必要な都市機

能が概ね立地している。 

●地域生活拠点のイメージ 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や

医療、金融サービスなど日常生活に必要な都市

機能が充実している。 

●地域生活拠点(都市計画区域外)のイメージ 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や

医療、金融サービスなど日常生活に必要な機能

が生活交通や各種サービスの維持確保によっ

て享受できる。 

本市が目指す立地適正化計画の望ましい将来像イメージ 
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（2）都市機能誘導区域

本市では、以下のとおり都市機能誘導区域を設定します。 

  ※都市再生特別措置法第 81条第 2項第 3号で規定する「都市機能誘導区域」は都心地区のみを指し、地域生活拠点と駅やバス停など

の徒歩圏は、市独自の都市機能誘導区域とする。なお、都市計画区域外の地域生活拠点は、日常生活に必要な機能が生活交通や各

種サービスの維持確保によって享受できる区域とする。 

都
市
機
能
誘
導
区
域

都心地区：富山市総合計画で位置付けられた都心地区（約 436ha） 

地域生活拠点：富山市都市マスタープランで地域生活拠点に位置付けられた居住誘導区域（約 567ha） 

駅やバス停などの徒歩圏：都心地区、地域生活拠点以外の居住誘導区域（約 2,919ha） 

都市機能誘導区域 
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4．誘導施設
（1）設定方針

1）誘導施設の抽出

本市では、郊外を含めた広域的な地域全体の居住者の生活利便性を維持するために、地域や都市機能の

特性にあった誘導施設を選定し、維持・誘導を図る必要があると考えることから、「国が想定する誘導施設」

と本市の目指す「各地域における望ましい将来像」から、誘導施設の対象となる都市機能及び施設を抽出

します。 

2）誘導施設設定における地域単位 

誘導施設は、地域の実情を細かく捉えて設定する必要があることから、富山市都市マスタープランで定

めた 14の地域生活圏ごとに都市機能の立地や代替えサービスの状況を分析します。 

（2）誘導施設（誘導すべき都市施設）の整理と分類

1）都市施設の整理 

国が想定する誘導施設は、「立地適正化計画の手引き（国土交通省）」に示されており、本市が都心地区

で充実を目指す就業環境に係るオフィス等が想定外となっていることから、これを除き、本計画内で対象

となる都市施設の機能は、①医療機能、②社会福祉機能、③子育て支援機能、④教育文化機能、⑤

金融機能、⑥商業機能、⑦公共機能とします。

誘導施設は、都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設と規定されており、具体

的には、以下の施設が想定されます。また、都市機能立地支援事業等の交付対象となる誘導施設

に限定されるものではなく、幅広く定めることが可能です。 

ただし、専ら都市の居住者以外の者の宿泊のみに特化した宿泊施設や、都市の居住者の共同の

福祉や利便に寄与しないオフィス（例えば、都市の居住者に商品やサービスを提供する機能を有

しない事務所）等の施設は、誘導施設として想定していません。 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機

能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て

支援施設、小学校等の教育施設 

・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や集会施設、スーパ

ーマーケット等の店舗や銀行等のサービス業を営む商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所等の行政施設 

【国土交通省 立地適正化計画作成の手引き】 
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2）広域的な都市機能と日常生活に必要な都市機能の分類（利用頻度、利用人口など）

本市では、「都心地区」、「地域生活拠点」、「駅やバス停などの徒歩圏」の望ましい将来像を、「広域的な都

市機能」と「日常生活に必要な都市機能」に分けて設定していることから、都市機能を、利用人口や利用頻

度によって、｢広域的な都市機能｣と｢日常生活に必要な都市機能｣の２つに分類します。 

◎広域的な都市機能 

商業、教育、文化、交流など市民に多様な都市サービスと都市の魅力、活力を創出する都市機能を本

市の上位計画、関連計画から想定し、以下のとおり設定します。 

  都市機能名 都市施設名 備 考 

教育文化機能 

・大学 

・専修学校 

・図書館 

・美術館 

・博物館など 

商業機能 

・百貨店 
・食料品や日用品、衣料品、住居関連などを総合的に品

揃えする大型小売店 

・総合スーパー 
・食料品や日用品、衣料品、住居関連などを総合的に品

揃えする大型小売店（セルフ方式） 

公共機能 
・市役所 

・県庁など 

医療機能 ・総合病院 ・病床数 100 床以上で主要な診療科を有する病院 

◎日常生活に必要な都市機能 

最寄り品の購入や医療など商業・サービスを市民が身近に享受できる都市機能を、日常の利用頻度か

ら、以下のとおり設定します。 

都市機能名 都市施設名 備 考 

商業機能 

・コンビニエンスストア ・食品や日用雑貨など多数の種を扱う小規模店舗  

・スーパー 
・生鮮食料を取り扱う店舗面積約 1,000 ㎡規模の 

商業施設（共同店舗、複合施設含む） 

金融機能 

・銀行 

・郵便局 

・ＪＡ（農協） 

・窓口があり入出金が可能な金融機関 

医療機能 

・内科 

・外科 

・整形外科 

・小児科 

・歯科 

・内科、外科、整形外科、小児科、歯科を診療科目 

とする病院、診療所 

教育文化機能 
・小学校 

・中学校 
・市立の小・中学校 

子育て支援機能 
・保育所 

・幼稚園 
・市立・私立の保育所（園）・認定こども園・幼稚園 

公共機能 ・地区センター ・届出受付や窓口業務、施設管理を取り扱う公共施設 

社会福祉機能 

・通所介護 

・通所リハビリ 

・障害者支援など 

・通所等を主目的とする介護施設 
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3）施設特性による都市機能の分類（地域バランス、利用交通手段など）

本計画では、施設特性を踏まえた「広域的な都市機能」及び「日常生活に必要な都市機能」の分類

は、以下のように整理します。 

・広域的な都市機能には 

ａ）総合的な行政や医療サービスの機能で日常的な利用が少ない機能 

ｂ）市民に多様な都市サービスと都市の魅力、活力を創出するために必要な機能 

が挙げられます。 

・日常生活に必要な都市機能には 

ａ）日常生活での利用頻度が高く、徒歩と公共交通によって利用できる徒歩圏への立地が望まし

い機能 

ｂ）施設の立地場所にとらわれず、利用されている機能 

ｃ）主に学校区単位で立地しており、地域のバランスにより配置されている機能 

が挙げられます。 

・これらの特性を踏まえ、誘導を行うエリアと機能の位置づけを検討します。 

都市機能の分類イメージ 

【広域的な都市機能】 【日常生活に必要な都市機能】 

商業機能 
（コンビニ、スーパーなど） 

金融機能 
（銀行、郵便局など） 

医療機能 
（診療所、一般病院） 

主に学校区単位で立地し

ており、地域のバランスに

より配置されている機能 

市民に多様な都市サービスと都

市の魅力、活力を創出するために

必要な機能 

日常生活での利用頻度が

高く、徒歩と公共交通によ

って利用できる徒歩圏へ

の立地が望ましい機能 

教育文化機能 
（大学、専門学校 

博物館、文化ホールなど）

商業機能 
（百貨店、総合スーパーなど） 

教育文化機能 
（小学校、中学校）

子育て支援機能 
（保育所、幼稚園） 

公共機能 
（地区センターなど） 

施設の立地場所にとらわ

れず、利用されている機能 

社会福祉機能 
（介護施設、デイサービス） 

公共機能 
（行政機関、庁舎など）

医療機能 
（総合病院など） 

総合的な行政や医療サービスの機

能で日常的な利用が少ない機能 

中心市街地活性化基本計画など本市の

上位計画に位置づけのある広域的な都

市機能を誘導施設の対象とする。 

地域ごとに都市機能の立地状況や代替えサービスなど

を分析し、日常生活に必要な都市機能を誘導施設の対象

とする。 
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（3）誘導施設の分析

1）分析方法

本市では、市域を複数の「地域生活圏」に分割し、地域住民の日常的な生活に必要な機能が備わっている

拠点を「地域生活拠点」と位置付けていることから、地域生活圏別に、日常生活に必要な都市機能の立地状

況を確認し、機能が立地していない場合は、周辺での補完機能（1㎞圏内）※３や代替えサービス（1,000 ㎡

未満の店舗、移動販売、送迎）を確認し地域の状況を把握します。 

■地域生活拠点内では、日常生活での利用頻度が高く、地域の拠点となる徒歩圏への立地が望ましい「ス

ーパー」、「銀行や郵便局」、「地域の医療の窓口となる内科」の立地状況を確認します。 

■駅やバス停などの徒歩圏内では、地域生活圏ごとに、いずれかの団子内への立地が望ましい「医療（外

科、整形外科、小児科、歯科）」の立地状況を確認します。 

■また、郊外や都市機能誘導区域外の都市機能の状況を確認するため、小学校区（65 校区）での立地状

況も併せて確認します。 

※３：補完機能（1㎞圏）は、都市マスタープランにおける地域生活拠点の駅等から 1㎞圏内に立地している施設と

し、立地がある場合は、充足しているものとします。 

（参考）国では、地方への支援事業（都市再構築戦略事業・都市機能立地支援事業）の対象範囲（中心拠点区域）

を駅から 1㎞圏までと設定しています。

【地域生活圏内における都市機能の立地状況の確認方法】 

都市機能 都市機能の立地状況の確認基準 

商業機能 

・地域生活拠点内に、スーパーが立地、又は、補完機能が立地していれば充足し

ているものとする。 

・地域生活拠点内に生鮮食料を取り扱う店舗が立地していれば代替え機能とす

る。 

医療機能 

・地域生活拠点内に、内科が立地、又は、補完機能が立地していれば充足してい

るものとする。 

・駅やバス停などの徒歩圏内に、外科、整形外科、小児科、歯科が立地していれ

ば充足しているものとする。 

・また、補完機能が立地している場合、又は、代替えサービスが実施されてい

る場合は充足しているものとする。 

金融機能 
・地域生活拠点内に、銀行、郵便局、JA（農協）のいずれかが立地していれば充

足しているものとする。 

社会福祉機能 
・車での送迎が主であるため、地域生活圏内に、通所型介護施設が立地していれ

ば充足しているものとする。 

※ 教育文化機能（小学校）、公共機能（地区センター）、子育て支援機能（保育所、認定こども園、

幼稚園）は、各小学校区において充足しているため、対象外とする。 
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2）地域生活圏別による都市機能の立地及びサービスの提供状況

①日常生活に必要な都市機能が充足している地域生活拠点 

都心地区を含む 10 の地域生活拠点では、日常生活に必要な都市機能は充足しています。 

②日常生活に必要な都市機能が充足していない地域生活拠点 

地域生活拠点内では、日常生活での利用頻度が高く、地域の拠点となる徒歩圏への立地が望ましい「ス

ーパー」、「銀行や郵便局」、「地域医療の窓口となる内科」の立地状況を確認したところ、以下の地域で

不足が見られるが、近隣では同様の都市機能が存在し、一部の地域では医療機関による送迎サービスや

食料品などの移動販売が行われています。 

地 区 都市機能 誘導施設 
（参考）都市マスにおける 

地域生活拠点からの距離 

和合地域 商業機能 スーパー 和合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰから道のり約 4.0 ㎞ 

大山地域 
商業機能 スーパー 上滝駅から道のり約 5.9 ㎞ 

医療機能 内科 上滝駅から道のり約 1.6 ㎞ 

山田地域 商業機能 スーパー 山田中核型地区ｾﾝﾀｰから道のり約 8.3 ㎞ 

細入地域 
商業機能 スーパー 楡原駅から道のり約 6.6 ㎞ 

医療機能 内科 楡原駅から道のり約 4.2 ㎞ 

③日常生活に必要な都市機能が充足していない駅やバス停などの徒歩圏 

駅やバス停などの徒歩圏内では、地域生活圏ごとに、いずれかの団子内への立地が望ましい「医療（外

科、整形外科、小児科、歯科）」の立地状況を確認したところ、以下の地域で不足が見られるが、近隣に

は同様の都市機能が存在しています。 

地 区 都市機能 誘導施設 
（参考）都市マスにおける 

地域生活拠点からの距離 

和合地域 医療機能 
外科 和合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰから道のり約 4.1 ㎞ 

歯科 和合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰから道のり約 1.5 ㎞ 

大山地域 医療機能 

外科 上滝駅から道のり約 6.1 ㎞ 

小児科 上滝駅から道のり約 3.9 ㎞ 

歯科 上滝駅から道のり約 2.6 ㎞ 
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地域生活圏 区  分 

地域生活拠点内 
に必要な機能 

駅やバス停などの徒歩圏内 
に必要な機能 

地域生活圏内
に必要な機能 

商
業
機
能

（ス
ー
パ
ー
）

金
融
機
能

(

銀
行
、
郵
便
局) 

医療 

機能 
医療機能 社

会
福
祉

機
能

内
科

外
科

整
形

外
科

小
児

科歯
科

富山中央 

地域生活拠点(都心地区) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富山北部 

地域生活拠点 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

和合 

地域生活拠点 × ○ ○ × ×送 × × 補 

駅やバス停などの徒歩圏 × ○ ○ × ×送 ○ × 補 

地域生活圏 ×店 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 

呉羽 

地域生活拠点 ○ ○ ○ 補 ○ ○ 補 ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ 補 ○ ○ 補 ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富山西部 

地域生活拠点 ○ ○ ○ 補 補 ○ ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富山南部 

地域生活拠点 ○ ○ ○ 補 補 補 ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ 補 ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富山東部 

地域生活拠点 ○ ○ ○ 補 補 ○ 補 補 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

水橋 

地域生活拠点 補 ○ 補 補 補 補 ○ 補 

駅やバス停などの徒歩圏 補 ○ 補 ○ ○ 補 ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大沢野 

地域生活拠点 ○ ○ ○ ×送 ○ ○ ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ 補 ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大山 

地域生活拠点 ×店・移 ○ ×送 × ×送 × × ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ×店・移 ○ ×送 × ×送 × × ○ 

地域生活圏 ×店・移 ○ ○ × ○ × ○ ○ 

八尾 

地域生活拠点 補 ○ ○ ○ 補 ○ ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 補 ○ ○ ○ 補 ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

婦中 

地域生活拠点 ○ ○ ○ ×送 ○ ○ ○ ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 ○ ○ ○ ×送 ○ ○ ○ ○ 

地域生活圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山田 

地域生活拠点 ×店・移 ○ 補 補 補 ×送 補 補 

駅やバス停などの徒歩圏 - - - - - - - - 

地域生活圏 ×店・移 ○ ○ ○ ○ ×送 ○ ○ 

細入 

地域生活拠点 ×移 ○ ×送 ×送 ×送 ×送 ×送 ○ 

駅やバス停などの徒歩圏 - - - - - - - - 

地域生活圏 ×店・移 ○ ×送 ×送 ×送 ×送 ×送 ○ 

（○：対象区域内に立地している都市機能 ×：対象区域内に立地しない都市機能  

補：１ｋｍ圏内に補完機能有り 店：1,000 ㎡未満の店舗有り 送：送迎サービス有り 移：移動販売有り）

（参考）地域生活圏における都市機能の立地状況 
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都市機能が立地していない地域生活圏 

細入地域（地域生活拠点） 

・商業機能（スーパー）が立地

していない。 

・医療機能（内科）が立地して

いない。 

和合地域（地域生活拠点） 

・商業機能（スーパー）が立地

していない。 

和合地域（徒歩圏） 

・医療機能のうち、外科、歯科

が立地していない。 

大山地域（地域生活拠点） 

・商業機能（スーパー）が立地し

ていない。 

・医療機能（内科）が立地してい

ない。 

大山地域（徒歩圏） 

・医療機能（外科、小児科、歯科）

が立地していない。 

山田地域（地域生活拠点） 

・商業機能（スーパー）が立地

していない。 
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（4）誘導施設への位置づけ 

1）都心地区の誘導施設（広域的な都市機能）
都心地区では、広域的な都市機能が充実している必要があることから、図書館・美術館（富山キラリ）、

専門学校（桜町一丁目４番地区市街地再開発事業）、地域医療支援センター（総曲輪小跡地）、博物館（市

立図書館跡地）を誘導施設として設定します。

図書館は、図書館法第 2条第 1項に定めるもの 

美術館は、博物館法第 2条第 1項に定めるもの 

専門学校は、学校教育法第 124 条に定めるもの 

博物館は、博物館法第 2条第 1項又は第 29条に定めるもの 

地域医療支援センターは、地方厚生 (支)局長に認可された在宅療養支援病院及び診療所で医療介護連携相 

談機能を有するもの 

2）日常生活に必要な都市機能
地域生活拠点では、日常生活に必要な都市機能が充実している必要があることから、居住人口が利用圏

域人口を満たしている和合、大山地域では、スーパーを誘導施設として設定します。また、利用圏域人口

に満たない山田、細入地域は、多様な生活雑貨や食料、ATM を備えたコンビニエンスストアを誘導施設とし

て設定し、市独自の支援策を検討します。

一部の地域で充足していない医療機能については、送迎サービスへの支援などを検討するものとします。

※スーパー：周辺人口 1～3万人  コンビニエンスストア：周辺人口 3,000～4,000 人 

（参考）商業施設の利用圏域人口 （出典：国土交通省 立地適正化計画 資料より）

地 区 都市機能 誘導施設※４ 備 考 

都心地区 
教育文化機能 

・図書館 

・美術館 

・専門学校 

・博物館 

※４：立地適正化計画で定める

(都市再生特別措置法第 81

条第 3項に規定する)届出

対象の誘導施設とする。 
医療機能 ・地域医療支援センター 

地 区 都市機能 誘導施設※５ 備 考 

和合、大山地域 商業機能 ・スーパー ※５：市独自の誘導施設とする。

（届出不要） 山田、細入地域 商業機能 ・コンビニエンスストア 
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第 4 章 施 策 展 開 

1．施策の方向性 

本市では、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりを推進するため、「公共交通の活性化」、

「公共交通沿線地区への居住推進」、「中心市街地の活性化」を施策の 3 本柱として、取り組みを展開してき

ました。 

本計画では、これまで推進してきた施策を継続するとともに、地域生活拠点などの都市機能の維持・誘導に

より、本市が目指すクラスター型（多核型）の都市構造の実現をさらに推進するため「公共交通の活性化」、

「公共交通沿線地区への居住推進」に加えて「（中心市街地を含めた）地域拠点の活性化」に取り組

みます。 

◎実現化のための施策（計画における位置づけ） 

■公共交通沿線地区への居住推進（居住の誘導施策）

まちなかや公共交通沿線における住宅の取得、共同住宅の建設や宅地整備を支援する「まちなか居住

推進事業」や「公共交通沿線居住推進事業」による居住推進施策を継続します。また、今後、増加が見

込まれる空き地や空き家の活用、駅周辺開発に係る事業支援制度について検討を進めます。 

■地域拠点の活性化（都市機能の誘導施策）

居住の誘導により公共交通沿線の徒歩圏の人口密度を高め、基礎的な需要を確保し、日常生活に必要

な都市機能の維持・誘導を図ります。 

① 一部の地域で不足する商業機能の誘導を図るため、スーパーやコンビニエンスストアに対し、市

独自の立地支援の検討を行います。 

② 国の支援制度の活用により都市機能の誘導を図ります。 

③ 既存の店舗や移動販売、送迎サービスなどの維持に向けた支援を検討します。 

④ 店舗等が建築できない第一種低層住居専用地域は、柔軟な用途地域の変更を検討します。 

■公共交通の活性化（公共交通に関する施策）

都心地区や地域生活拠点を結ぶ公共交通軸の活性化を図るとともに、郊外部や中山間地域では、生活

の足となる生活交通サービスの維持に取り組みます。 

（富山市地域公共交通網形成計画 2016 年（H28）9月策定済み） 

■その他（居住誘導区域外側の地域での施策など） 

居住誘導区域の外側については、引き続き、従来の都市マスタープランの考え方に基づき、地域生活

拠点や駅やバス停などの徒歩圏への公共交通サービスの維持、向上を図り、生活に必要なサービスが享

受できる住環境の維持・確保に努めます。 

また、都市計画区域外の地域生活拠点については、それぞれの拠点としての機能が発揮できるよう、

引き続き、従来の都市マスタープランに基づき、必要な取り組みを実施するとともに、農山村部の既存

集落や歴史的、文化的に優れた拠点では、地域生活拠点と連携を図りながら、集落機能の維持や既存ス

トックの活用について取り組みます。  
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 お団子と串の強化 

1.公共交通の活性化 2.公共交通沿線地区への 

居住推進 

（居住誘導に関する施策） 

3 地域拠点の活性化 

（都市機能誘導に関する施

策） 

4.その他の施策 

■現在の取り

組みを継続す

る施策 

■公共交通軸の活性化 

（電停のバリアフリー化、路面電車の南北

接続、市内電車と地鉄上滝線との連携、幹

線バスの活性化） 

■生活交通の確保 

（赤字路線への補助による維持、公営コミ

ュニティバスの再編、地域自主運行バスの

運行支援） 

■公共交通の利用促進 

（モビリティ・マネジメント、・IC カード事業）

■まちなか居住の推進 

（住宅取得や整備への支援）

■公共交通沿線居住の推進 

（住宅取得や整備への支援） 

■公共交通沿線の宅地開発

の推進 

■市街化区域編入による駅周

辺の住宅地の拡大 

（呉羽駅、東富山駅） 

■都市計画制度（地区計画

等）の活用 

■中心市街地の活性化 

■富山駅周辺の整備 

■公有地等を活用した都市

機能の整備（図書館、美術館、

専門学校、地域医療支援センタ

ー） 

■アドバイザーの派遣、計画

策定の支援によりまちづくり

の推進 

■定住促進の推進 

■企業立地の促進 

■ＵＩＪターンの推進 

■健康まちづくりの

推進 

■ＧＩＳ活用によるま

ちづくりの推進 

など 

◎新たに取り

組む施策 

◎公共交通軸の活性化 

（新改札の設置（東富山、呉羽駅）、新駅設

置（あいの風とやま鉄道）、パーク&バスライ

ド、サイクル＆バスライドの実施、富山駅周

辺整備に伴うバス路線見直し） 

◎公共交通の利用促進 

（健康面も考慮したモビリティ・マネジメン

ト、高齢者健康増進端末機を活用した交通

行動などの分析） 

◎届出制度の活用 

◎空き家、空き地等の活用 

◎移動販売、送迎サービスな

ど支援制度の検討 

◎届出制度の活用 

◎誘導施設の誘導（スーパ

ー、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ） 

◎空き家、空き地等の活用 

◎都市機能誘導方策の検討 

◎民間事業者へのヒアリン

グ 

◎都市マスタープラ

ンの見直し 

○新たに検

討する施策 

○公共交通軸の活性化 

（駅・交通結節機能の強化（富山・南富山

駅）、公共交通軸（鉄軌道・バス）の機能強

化、幹線バスのバス停等のデザイン統一） 

○公共交通の利用促進 

（独自 IC カードのサービス拡充の検討、ビ

ッグデータなどの活用による運行改善、

ICT を活用した公共交通機関のロケーショ

ン情報の配信） 

○交通によるおもてなし環境の創出 

○用途地域等の変更 ○誘導施設立地に対する補

助制度の検討 

○公有地活用による都市機

能誘導の検討 

○中心市街地、駅周辺等へ

の事業所の立地支援 

○空き家対策の検

討 

本計画における施策（お団子と串の強化）の展開イメージ 

本市が目指す 
コンパクトなまちづくりを 

実現するための施策 
 ・公共交通の活性化 
 ・公共交通沿線地区への居住推進 
・地域拠点の活性化 
（中心市街地の活性化を含む）

公共交通の活性化 

公共交通沿線地区への居住推進 

富山市地域公共交通網形成計画 

富山市公共交通活性化計画 

富山市 

都市マスター 

プラン 

富山市立地適正化計画 

地域拠点の活性化 
富山市立地適正化計画 

富山市中心市街地活性化基本計画 

本市が目指す拠点集中型のコンパクトなまちづくり 

による持続可能な都市の実現 

本市の施策展開と各種計画との関係 

富山市地域公共交通網形成計画

により取り組みを推進 
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第 5 章 届 出 制 度

｢居住誘導区域外｣又は｢都市機能誘導区域外｣での開発行為や建築を行う場合は、これらの行為に着手する

日の 30日前までに、市長へ届出が必要となります。 

◎居住誘導区域外において届出が必要となる行為 

① 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行う場合 

② 1戸又は 2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が 1,000 ㎡以上のもの 

③ 3戸以上の住宅を建築しようとする場合 

④ 建築物を改築し、用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合 

◎都市機能誘導区域外において届出が必要となる行為 

都市機能誘導区域の「都心地区」以外（都市計画区域外を除く）で、図書館、美術館、専門学校、博物

館、地域医療支援センターを建築する場合 

図書館は、図書館法第 2条第 1項に定めるもの 

美術館は、博物館法 2条第 1項に定めるもの 

専門学校は、学校教育法第 124 条に定めるもの 

博物館は、博物館法第 2条第 1項又は第 29条に定めるもの 

地域医療支援センターは、地方厚生 (支)局長に認可された在宅療養支援病院及び診療所で医療介護連携相 

談機能を有するもの 
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